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平成22年4月 
から施行 

町
教
育
委
員
会
で
は
、
携
帯
電

話
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
子
ど

も
た
ち
を
守
る
た
め
に
、
６
月
２４

日
に
開
催
し
た
６
月
定
例
教
育
委

員
会
で
「
開
成
町
立
学
校
に
お
け

る
携
帯
電
話
の
取
扱
い
等
に
係
る

基
本
方
針
」
を
定
め
ま
し
た
。

●問
教
育
総
務
課

�
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０
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便
利
で
身
近
な
携
帯
電
話
と
社
会

問
題平

成
２１
年
５
月
現
在
、
全
国
に

お
け
る
携
帯
電
話
の
契
約
数
は
約

１
億
８
０
０
万
台
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
契

約
数
は
約
４
５
６
万
台
で
、
人
口

に
対
す
る
普
及
率
は
、
９
割
近
く

に
な
っ
て
い
ま
す
。

携
帯
電
話
は
、
ど
こ
に
い
て
も

連
絡
が
と
れ
る
利
便
性
に
加
え
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
や
メ
ー
ル
、

カ
メ
ラ
機
能
な
ど
が
充
実
し
て
き

た
こ
と
な
ど
か
ら
、
若
年
層
に
も

す
っ
か
り
普
及
し
て
い
ま
す
が
、そ

の
使
い
方
や
マ
ナ
ー
の
面
で
は
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
が
起
き
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
は
、
子
ど
も
た
ち
の
携

帯
電
話
の
利
用
の
拡
大
に
よ
っ
て
、

「
ネ
ッ
ト
上
の
い
じ
め
」
が
発
生

し
て
い
ま
す
。
ネ
ッ
ト
で
の
発
言

の
な
か
で
も
、
特
定
の
個
人
に
対

す
る
悪
口
や
中
傷
、
犯
行
予
告
な

ど
は
犯
罪
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

有
害
な
サ
イ
ト
や
違
法
な
サ
イ
ト

な
ど
を
通
じ
て
子
ど
も
た
ち
が
犯

罪
に
巻
き
込
ま
れ
る
事
件
な
ど
が
、

全
国
的
に
発
生
し
、
社
会
問
題
に

な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
学
校
だ

け
で
は
な
く
、
家
庭
や
地
域
で
も

し
っ
か
り
と
考
え
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

や
む
を
得
ず
携
帯
電
話
を
持
つ
場

合
で
も

町
教
育
委
員
会
と
し
て
は
、
本

来
子
ど
も
た
ち
に
携
帯
電
話
を
持

た
せ
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考

え
ま
す
。

た
だ
し
、
や
む
を
得
ず
子
ど
も

た
ち
に
携
帯
電
話
を
持
た
せ
る
場

合
に
は
、
有
害
な
サ
イ
ト
や
違
法

サ
イ
ト
が
開
け
な
い
よ
う
に
フ
ィ

ル
タ
リ
ン
グ
機
能
は
必
ず
利
用
す

る
こ
と
、
保
護
者
は
携
帯
電
話
が

持
つ
危
険
性
に
つ
い
て
十
分
に
理

解
す
る
こ
と
、
家
庭
に
お
け
る
情

報
モ
ラ
ル
教
育
や
携
帯
電
話
な
ど

の
使
用
方
法
や
使
用
時
間
な
ど
に

関
す
る
家
庭
内
の
ル
ー
ル
づ
く
り

な
ど
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で

す
。

家
庭
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
た
い
せ
つ
に

ま
た
、
携
帯
電
話
で
は
な
く
直

接
向
き
合
っ
て
話
し
合
う
な
ど
家

庭
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
今
ま
で
以
上
に
た
い
せ
つ
に

し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

国
の
調
査
で
は
、
家
の
人
と
学
校

で
の
出
来
事
を
話
し
て
い
る
生
徒

の
ほ
う
が
、
全
国
学
力
・
学
習
状

況
調
査
の
平
均
正
答
率
が
高
い
傾

向
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
機
会
に
、
家
庭
や
地
域
で

も
携
帯
電
話
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

話
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。
今
後
と
も
、
町
教
育
委
員
会

で
は
、
子
ど
も
た
ち
を
守
っ
て
い

く
た
め
に
、
行
政
・
学
校
・
家
庭

や
地
域
社
会
が
一
体
と
な
り
取
り

組
み
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

町
が
管
理
し
て
い
る
公
有
地

（
道
路
、
水
路
、
公
園
な
ど
の
敷

地
）
の
占
用
に
つ
い
て
、
よ
り
適

正
に
維
持
管
理
す
る
た
め
、
議
会

定
例
会
（
６
月
会
議
）
で
関
連
す

る
各
条
例
が
新
し
く
制
定
お
よ
び

改
正
さ
れ
ま
し
た
。

各
条
例
に
基
づ
き
、
来
年
４
月

か
ら
町
で
管
理
し
て
い
る
公
有
地

を
占
用
す
る
場
合
、
占
用
料
を
徴

収
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
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�
開
成
町
道
路
占
用
料
徴
収
条
例

�
開
成
町
水
路
及
び
認
定
外
道
路

に
関
す
る
条
例

�
開
成
町
都
市
公
園
条
例
（
一
部

改
正
）

�
開
成
町
公
園
条
例

�
開
成
町
行
政
財
産
の
目
的
外
使

用
に
係
る
使
用
料
条
例

�
道
路
か
ら
水
路
を
横
断
し
て
土

地
に
乗
り
入
れ
る
た
め
に
水
路

の
上
に
架
け
ら
れ
て
い
る
橋

（
橋
の
幅
員
が
４
㍍
を
超
え
る

も
の
に
限
る
）

�
町
管
理
の
土
地
に
設
置
さ
れ
て

い
る
電
柱
や
埋
設
ケ
ー
ブ
ル
な

ど
�
そ
の
ほ
か
、
町
管
理
の
土
地
お

よ
び
建
物
を
使
用
す
る
も
の

既
に
許
可
を
受
け
て
い
る
占
用

物
件
お
よ
び
新
た
に
占
用
許
可
を

受
け
る
占
用
物
件
の
取
り
扱
い
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

既
存
許
可
物
件
に
対
し
て
現
状

を
把
握
す
る
た
め
、
既
存
許
可
物

件
を
管
理
さ
れ
て
い
る
方
へ
、
占

用
物
件
の
確
認
や
許
可
更
新
手
続

き
に
つ
い
て
通
知
し
ま
す
。

来
年
４
月
１
日
か
ら
の
占
用
物

件
は
、
新
た
な
条
例
に
基
づ
く
申

請
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

町
内
の
占
用
物
件
に
つ
い
て
、

パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
す
。
そ

の
際
に
、
無
許
可
物
件
、
占
用
基

準
に
適
さ
な
い
物
件
を
管
理
さ
れ

て
い
る
方
に
は
、
連
絡
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
公
有
地
占
用
申
請
手
続

き
や
占
用
料
な
ど
の
詳
細
な
内
容

は
、
今
後
、
町
広
報
紙
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

制
定
お
よ
び
改
正
さ
れ
た

条
例

料
金
を
徴
収
す
る
占
用
物
件

占
用
物
件
の
取
り
扱
い

既
に
許
可
を
受
け
て
い
る
占

用
物
件
に
つ
い
て

新
た
に
許
可
を
受
け
る
占
用

物
件
に
つ
い
て
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平
成
２１
年
６
月
３０
日
付

け
で
、
門
松
洋
子
委
員
長

職
務
代
理
者
が
退
任
さ
れ
、

７
月
１
日
付
け
で
武
井
正

広
さ
ん
が
委
員
に
就
任
さ

れ
ま
し
た
。

任
期
は
、
平
成
２５
年
６

月
３０
日
ま
で
で
す
。

武井正弘さん（牛島）
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道路上の電柱（上）、水路上の橋
（４ｍを超えるもの）（右）

このような物件が対象に
なります

開成町立学校における携帯電話の取扱い等に係る基本方針（概要）
１ 学校における携帯電話の取扱い
○開成町教育委員会は、開成町立学校への子どもたちによる携帯電話の持ち込みを禁止します。
○学校は、子どもたちによる学校への携帯電話の持込み禁止を徹底します。
○学校は、学校への携帯電話の持込み禁止について、子どもたち及び保護者の理解が十分得られるように配慮
し、保護者への周知徹底を図ります。

２ 学校における情報モラル教育の推進
○学校は、情報モラル教育の一層の推進を図ります。
○学校は、「ネット上のいじめ」等に関する指導を充実させます。また、日常の子どたちのサインを見逃さず、
未然防止、早期発見・早期対応に努めます。

３ 家庭や地域社会に対する働きかけの徹底
開成町教育委員会は、子どもたちに携帯電話を持たせないことが望ましいと考えています。ただし、必要性

がありやむを得ず子どもたちに携帯電話を持たせる場合は、フィルタリング機能は必ず利用すること、保護者
が携帯電話が持つ危険性について十分に理解すること、家庭における情報モラル教育や携帯電話等の使用方法
や使用時間などに関する家庭内のルールづくりなどについて取り組むことが必要です。また、携帯電話ではな
く直接向き合ったり話し合ったりするなど家庭におけるコミュニケーションを今まで以上に大切にしていくこ
とが求められます。

※「開成町立学校における携帯電話の取扱い等に係る基本方針」は、町ホームページでご覧いた
だけます。http : //www.town.kaisei.kanagawa.jp/
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